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中小企業経営強化税制について

〔会社の税務 よろず相談室○112 〕法人税関係

�：平成29年度税制改正にて「中小企業経営強化
税制」が創設されましたが、どのような制度で
しょうか？

�：中小企業経営強化税制とは、中小・小規模事
業者等の生産性向上につながる設備投資を支援
するため、従来の中小企業投資促進税制の上乗

せ措置（即時償却や税額控除）を改組・新設す
るもので、従来よりも対象設備を拡充し、一定
の器具備品・建物付属設備が追加されました。

　　この適用を受けるためには中小企業等経営強
化法による経営力向上計画の認定を受ける必要
があります。また、従来の上乗せ措置では最新
設備が要件でしたが、この制度では最新設備で
なくても構いません。

　　対象資産は、従来の上乗せ措置では、機械装
置、サーバー用電子計算機、試験又は測定機器、
稼働状況等の情報を取集・分析・指示するソフ
トウェアが対象でしたが、この制度では生産性
向上設備（Ａ類型）と収益力強化設備（Ｂ類型）
の資産が対象となります。

収益力強化設備（Ｂ類型）生産性向上設備（Ａ類型）類型
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対象設備
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税制措置

　中小企業経営強化税制は、平成29年４月１日よ
り平成31年３月31日までに取得等をして事業の用
に供した場合に適用されます。中小企業経営強化
法の申請は期限がありますので申請期限に注意が

必要です。
（税制委員会：二木正文、忠地祐一、川窪光弘

グループ稿）

（監修：関東信越税理士会　松本支部）

中小企業経営強化税制の概要


